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（各水準共通） 

□ 申請書（様式１～４） 

□ 

医療機関勤務環境評価センター（以下、「評価センター」という。）の評価を完了した医師労働

時間短縮計画（案） 

※更新の場合は、評価受審年度の時短計画に加えて、当該指定を受けることを予定している年度を

開始年度とした時短計画の案も併せて提出すること 

□ 

評価センターによる評価結果の通知書 

（法第 131条第１項第１号の評価の結果を示す書類） 

※締切までに評価センターによる評価結果の通知書が届かなかった場合は、結果通知書以外の書類

（計画は評価センターに提出したもの）を提出すること 

□ 

面接指導並びに休息時間確保体制が整備されていることを証する書類 

（法第 113条第３項第２号の要件を満たすことを証する書類） 

※評価センターによる評価結果の通知書により上記の要件を満たしていることが確認できる場合は

提出不要 

□ 
誓約書 

（法第 113条第３項第３号の要件を満たすことを誓約する書類） 

（Ｂ水準：特定地域医療提供機関） 

□ 
法第 113条第１項の指定に係る業務があることを証する書類 

※自院の医師をやむを得ず長時間の労働に従事させる必要性について記載のこと 

（連携Ｂ水準：連携型特定地域医療提供機関） 

□ 
派遣先医療機関の一覧又は医師に対する兼業・副業許可書の写し 

（法第 118条第１項の指定に係る派遣の実施に関する書類） 

□ 
法第 118条第１項の指定に係る業務があることを証する書類 

※自院の医師をやむを得ず長時間の労働に従事させる必要性について記載のこと 

（Ｃ－１水準：技能向上集中研修機関） 

□ 知事により指定された臨床研修プログラム 

※「研修医療機関における時間外・休日労働の想定最大時間数」が記載されたもの 

□ 日本専門医機構により認定された専門研修プログラム／カリキュラム 

□ 医療法第 119条第１項に規定する業務があることを証する書類 

※自院の医師をやむを得ず長時間の労働に従事させる必要性に加え、臨床研修医・専攻医の確保及

び地域の医療提供体制に与える影響について記載のこと 

（Ｃ－２水準：特定高度技能研修機関） 

□ 厚生労働省審査組織に申請した医療機関申請書 

（法第 120条第１項の指定に係る業務があることを証する書類） 

※指定後すぐに当水準適用の該当者がいる場合は、該当者の技能研修計画を併せて提出のこと 

□ 厚生労働省審査組織による審査結果の通知書 
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（評価センターの評価結果における各項目について「未達成」、「見直しの必要あり」又は「改善して

いない」と判定された項目がある場合） 

□ 
当該項目について、検討中又は見直し後の具体的な取組内容がわかるもの 

※評価センターの評価を完了した医師労働時間短縮計画（案）に所要の修正を行ったもの等 

□ 評価項目改善計画書 

 


